
            

             様  式  第  ４  号  （第  ５  条  関  係） 

    令  和  ５  年  ３  ⽉  １  ３  ⽇ 

   

             箕  輪  町  議  会  議  ⻑     ⼩  出  嶋  ⽂  雄     様 

                                                                                                 議  会  運  営  委  員  会     委  員  ⻑     中  村     政  義    

                                                            

 箕  輪  町  議  会  委  員  派  遣  結  果  報  告  書 

             箕  輪  町  議  会  議  員  の  派  遣  等  実  施  要  領  第  ５  条  の  規  定  に  基  づ  き、  下  記  の  と  お  り  報  告  し  ま  す。 

 記 

            

            

 研     修     名  議  会  運  営  委  員  会  視  察  研  修 

 研  修  の  期  間  令  和  ５  年  １  ⽉  １  ９  ⽇  〜  ２  ０  ⽇ 

 研  修  の  場  所  愛  知  県  岩  倉  市、  ⽇  進  市、  刈  ⾕  市 

 成           果 

 （具  体  的  に） 
 別  紙  の  と  お  り 

 委  員  会  名 

 派  遣  議  員  名 

 議  会  運  営  委  員  会 

 中  村  政  義、  ⽊  村  英  雄、  荻  原  省  三、  寺  平  秀  ⾏、  ⼩  出  嶋  ⽂  雄  議  ⻑ 

            



          ○  愛  知  県  岩  倉  市 

             議  員  運  営  委  員  会  ５  ⼈ 

        ・  請  願  及  び  陳  情  を  市  ⺠  に  よ  る  政  策  提  案  と  位  置  づ  け、  審  議  に  お  い  て  は  こ  れ  ら  の  提  案  者  の  意  ⾒  を 

             聴  く  機  会  を  設  け  る。 

        ・  岩  倉  市  議  会  サ  ポー  タ  を  設  置  し、  市  ⺠  か  ら  の  要  望、  提  ⾔  そ  の  他  の  意  ⾒  を  広  く  聴  取  し、  議  会  運 

             営  に  反  映  さ  せ  る。 

        ・  サ  ポー  ター  は  １  ８  歳  以  上  の  市  ⺠、  岩  倉  市  が  雇  ⽤  す  る  地  ⽅  公  務  員  で  な  い  事、  定  員  は  １  ０  ０  ⼈ 

             以  内、  任  期  は  １  年。 

             再  任  を  妨  げ  な  い。 

          ○  愛  知  県  ⽇  進  市 

             ⽇  進  市  議  会  議  県  に  貸  与  す  る  タ  ブ  レッ  ト  端  末  等  使  ⽤  規  程  使  ⽤  範  囲  は  議  員  活  動  必  要  な  範  囲  に  限  る 

        ・  タ  ブ  レッ  ト  端  末  等  の  盗  難、  紛  失、  損  傷  等  を  防  ⽌  す  る。 

        ・  個  ⼈  情  報  の  保  護  の  留  意。 

        ・  タ  ブ  レッ  ト  端  末  等  の  改  造、  交  換  等、  動  作  環  境  の  変  化。 

          （会  議  中  に  お  け  る  禁  ⽌  事  項） 

        ・  ⾳  声  ま  た  は  操  作  ⾳  を  発  す  る  等  会  議  運  営  上  ⽀  障  と  な  る  ⾏  為。 

        ・  議  事  内  容  に  関  係  の  な  い  ウェ  ブ  サ  イ  ト  等  の  閲  覧。 

        ・  審  議  及  び  審  査  情  報  の  外  部  へ  の  発  信。 

        ・  電  ⼦  メー  ル  及  び  SNS  、  電  ⼦  掲  ⽰  板  等  ソー  シャ  ル  メ  ディ  ア  へ  の  投  稿。 

        ・  会  議  の  録  ⾳  並  び  に  写  真、  動  画  の  撮  影。 

        ・  そ  の  他  の  会  議  に  関  係  の  な  い  ⽬  的  外  の  使  ⽤。 

          （オ  ン  ラ  イ  ン  委  員  会  運  営  要  望） 

        ・  委  員  会  開  催  ⽇  前  ⽇  の  午  後  １  時  ま  で  に  オ  ン  ラ  イ  ン  委  員  会  出  席  届  に  必  要  事  項  を 

             記  ⼊、  委  員  ⻑  に  提  出。 

         

          ○  愛  知  県  刈  ⾕  市 

             刈  ⾕  市  議  会  の  情  報  通  信  機  器  使  ⽤  基  準  を  定  め  て  い  る。  基  準  の  理  由  に  つ  い  て  は 

        ・  議  ⻑  が  議  員  に  タ  ブ  レッ  ト  端  末  を  貸  与。 

        ・  他  ⼈  に  貸  与  ま  た  は  譲  渡  し  て  は  な  ら  な  い。 

        ・  適  切  な  認  証  設  定  を  ⾏  い、  第  三  者  に  不  正  利  ⽤  さ  れ  な  い  よ  う  に  し  な  け  れ  ば  な  ら  な  い。 

        ・  議  会  で  使  ⽤  で  き  る  情  報  通  信  機  器  は  貸  与  端  末  機  と  し  議  論  の  ⽬  的  外  で  こ  れ  を  使  ⽤  し  て  は  な  ら  な  い 

             等  が  あ  る。 

             議  会  運  営  委  員  会  は  会  派  所  属  議  員  の  ⼈  数  に  よ  り  決  め  ら  れ  定  員  は  １  １  ⼈  で  現  在  ８  ⼈。 

             任  期  は  １  年  原  則  全  会  ⼀  致。 

          （タ  ブ  レッ  ト  使  ⽤  状  況） 

        ・  タ  ブ  レッ  ト  端  末  を  議  場  モ  ニ  ター  と  つ  な  ぎ、  ⼀  般  質  問  の  補  ⾜  資  料  と  し  て、  議  場  モ  ニ  ター  に  投  影。 

        ・  オ  ン  ラ  イ  ン  に  よ  る  委  員  会  は  開  催  し  て  い  な  い。 

        ・  令  和  ４  年  ５  ⽉  タ  ブ  レッ  ト  端  末  導  ⼊、  現  在  は  紙  と  電  ⼦  デー  タ  併  ⽤  。 


